
令和7年度堺市地域防災計画
修正（案）概要



⚫ 堺市防災会議が、災害対策基本法に基づき作成・修正する計画
⚫ 国の防災基本計画及び大阪府地域防災計画に抵触しない計画
であることが義務付けられている

※災害対策基本法第42条による規定
⚫ 最終の修正は令和6年3月

（1）現行計画

総 則

災害予防対策

災害応急対策

風水害編

事故等編

災害復旧・復興対策

付編：南海トラフ地震防災対策推進計画

地震・津波編

計画の構成

基本目標
Ⅰ 人命の保護が最大限図られること
Ⅱ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
Ⅳ 迅速な復旧復興

事前に備えるべき目標
■災害に強い堺市をつくる
Ⅰ 被害の発生を抑止する
Ⅱ 被害の拡大を抑止する
Ⅲ 迅速に判断・行動する
Ⅳ 早期の復旧・復興と生活再建

（2）修正作業の流れ

～11月 庁内合意形成 12月～R8.1月
パブリックコメント

実施
R8.2月

防災会議開催
→承認を経て修正完了
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主に以下の内容について対応を反映する必要がある

①受援応援体制 ②避難所等の環境整備、運営 ③健康、医療、福祉

④物資備蓄、調達 ⑤インフラ復旧 ⑥防災DX、新技術の活用検討

1 関連法令の改正を踏まえた修正

▸医療法の改正を踏まえた災害支援ナースの活用（医療・看護ニーズの把握等）

2 国・府等の施策の進展を踏まえた修正

▸避難所以外の避難者等への支援（在宅・車中泊避難者の支援拠点設置等）
▸災害ケースマネジメント（個々の被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して被災者に対するきめ細かな支援を継続的に実施する取組）等仕組みの検討

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正

①受援応援体制
➢ 受援応援体制の充実強化（応援職員の宿泊地確保、活動環境の整備、多
様性の配慮等）

②避難所等の環境整備、運営
➢ 避難所生活のQOL向上（避難所開設当初からのパーティション等設置、災害
用トイレ等の衛生環境整備、炊き出し機能の強化、栄養バランスと適温の食事
提供、ペットへの配慮強化等）

➢ 避難所開設に向けた準備（多様性に配慮し、感染症対策も踏まえたレイアウ
ト等の作成）

➢ 災害時に生活用水として使用可能な災害用井戸の整備・啓発

③健康・医療・福祉
➢ 保健所の機能強化（保健衛生活動の拠点として必要な資機材や活動スペー
ス等の確保）

④物資備蓄・調達
➢ 避難所で使用するパーティション等、感染症対策とプライバシーに配慮するため
の資機材配備

⑤インフラ復旧
➢ インフラ施設の早期復旧（道路管理者と生活インフラ事業者間の連携体制の
構築・強化）

⑥防災DX、新技術の活用検討
➢ 衛星インターネット等の活用

◼ 国の防災基本計画及び大阪府地域防災計画の修正への対応

本計画の最終修正（令和6年3月）以降、国の防災基本計画（令和6年6月）及び大阪府地防災計画（令和7年3月）が修正されたため、当該修正内容を本
市計画に反映する必要がある

◼ 令和6年能登半島地震の課題への対応

（3）修正の趣旨

（4）主な修正内容
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.304

第2章 応急復旧期の活動
第5節 避難行動要支援者支援
第1避難行動要支援者の被災状況の
把握等

【新設】

○被災都道府県は、避難所の高齢
者、障害者等の生活機能の低下の
防止等のため、必要に応じて、災害
派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）や災
害支援ナースを避難所へ派遣する

第4章 避難行動
第3節 避難行動要支援者への支援
第１ 福祉支援に関する府の組織体
制
２ 看護ニーズの把握
市町村は、派遣された災害支援ナー
スを通して、被災した避難行動要支援
者に対して健康状態を観察し、医療
ニーズ、看護ニーズの把握に努め、必
要な医療の提供及び専門職種へ連携
できるように努める。

第2章 応急復旧期の活動
第6節 避難行動要支援者等への支援
第1避難行動要支援者の被災状況の
把握等
2 看護ニーズの把握
市は、派遣された災害支援ナースを通
して、被災した避難行動要支援者に対
して健康状態を観察し、医療ニーズ、看
護ニーズの把握に努め、必要な医療の
提供及び専門職種へ連携できるように
努める。

本市の現状と今後の対応

• 大規模な災害が発生した際には、本市から府本部に災害支援ナースの派遣要請を行い、派遣された災害支援ナースを開設している避難所に配置し大阪府災害派
遣福祉チーム（大阪 DWAT）等と連携し、医療・看護ニーズの把握や福祉サービスの提供に努める。

• 災害支援ナースの活動内容は、入院中の支援（退院・転院の調整等）、社会福祉施設（老人福祉施設等）の支援、避難所での健康管理支援が主な取組であ
る。

• 今後は府と医療機関が契約締結を行い、平時から研修会の開催や修了者の登録等人材育成に取り組み災害支援ナースの体制の強化を図る。

１ 関連法令の改正を踏まえた修正

●関連法令：医療法、災害対策基本法施行令

▸修正内容：医療法の改正を踏まえた災害支援ナースの活用（医療・看護ニーズの把握等）
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.131

第2章 災害の拡大の抑止
第7節 避難場所・避難路等及び誘導
体制の整備

【新設】

○市町村（都道府県）は、在宅避
難者等が発生する場合や、避難所の
みで避難者等を受け入れることが困
難となる場合に備えて、あらかじめ、
地域の実情に応じ、在宅避難者等
が利用しやすい場所に在宅避難者
等の支援のための拠点を設置すること
等、在宅避難者等の支援方策を検
討するよう努めるものとする。
○市町村（都道府県）は、やむを
得ず車中泊により避難生活を送る避
難者が発生する場合に備えて、あら
かじめ、地域の実情に応じ、車中泊
避難を行うためのスペースを設置する
こと等、車中泊避難者の支援方策を
検討するよう努めるものとする。その際、
車中泊を行うに当たっての健康上の
留意点等の広報や車中泊避難者の
支援に必要な物資の備蓄に努めるも
のとする。

第1章 防災体制の整備
第6節 避難受入れ体制の整備
第6 在宅避難等
１ 市町村は、在宅避難者等が発生
する場合や、避難所のみで避難者等
を受け入れることが困難となる場合に備
えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、
在宅避難者等が利用しやすい場所に
在宅避難者等の支援のための拠点を
設置すること等、在宅避難者等の支
援方策を検討するよう努めるものとする。
２ 市町村は、やむを得ず車中泊によ
り避難生活を送る避難者が発生する
場合に備えて、あらかじめ、地域の実情
に応じ、車中泊避難を行うためのスペー
スを設置す ること等、車中泊避難者の
支援方策を検討するよう努めるものとす
る。その際、車中泊を行うに当たっての
健康
上の留意点等の広報や車中泊避難
者の支援に必要な物資の備蓄に努め
るものとする。

第2章 災害の拡大の抑止
第7節 避難場所・避難路等及び誘導
体制の整備
第5 在宅避難等
市は、在宅避難者等が発生する場合
や、避難所のみで避難者等を受け入れ
ることが困難となる場合に備えて、あらか
じめ、地域の実情に応じ、在宅避難者
等が利用しやすい場所に在宅避難者等
の支援のための拠点を設置すること等、
在宅避難者等の支援方策を検討する。
市は、やむを得ず車中泊により避難生活
を送る避難者が発生する場合に備えて、
あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊
避難を行うためのスペースを設置すること
等、車中泊避難者の支援方策を検討す
るよう努める。その際、車中泊を行うに当
たっての健康上の留意点等の広報や車
中泊避難者の支援に必要な物資の備
蓄に努める。

本市の現状と今後の対応

• 現在、指定避難所を避難所避難者だけでなく、在宅・車中泊避難者を含めた災害時における地域の支援拠点として定めている。
• 拠点の役割は、在宅・車中泊避難者への食料・物資、生活再建に係る支援の情報等の提供等である。
• 在宅・車中泊避難者の支援を図るため、運用方法や環境整備を検討する。

2 国・府等の施策の進展を踏まえた修正（1/2）

▸修正内容：避難所以外の避難者等への支援（在宅・車中泊避難者の支援拠点設置等）
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.285

第2章 応急復旧期の活動
【新設】

○地方公共団体は、平常時から、被
災者支援の仕組みを担当する部局
を明確化し、地域の実情に応じ、災
害ケースマネジメント（一人ひとりの
被災者の状況を把握した上で、関係
者が連携して、被災者に対するきめ
細やかな支援を継続的に実施する取
組）などの被災者支援の仕組みの
整備等に努めるものとする。

第１節 支援体制
大規模災害が発生した場合、被災生
活が長期間に及ぶ可能性があることか
ら、府及び市町村は、地域の実情に応
じ、災害ケースマネジメント（一人ひとり
の被災者の状況を把握した上で、関係
者が連携して、被災者に対するきめ細
やかな支援を継続的に実施する取
組）等、長期間の対応が可能な支援
体制の整備を図り、被災者の精神的
な安心と、一刻も早い日常生活の回
復につなげる。

第2章 応急復旧期の活動
第1節 支援体制
大規模災害が発生した場合、被災生
活が長期間に及ぶ可能性があることから、
市及び府は、地域の実情に応じ、災害
ケースマネジメント（個々の被災者の状
況を把握した上で、関係者が連携して、
被災者に対するきめ細やかな支援を継
続的に実施する取組）等、長期間の対
応が可能な支援体制の整備を図り、被
災者の精神的な安心と、一刻も早い日
常生活の回復につなげる。

本市の現状と今後の対応

• 被災者の迅速な生活再建を円滑に実現するため、「被災者生活再建支援システム」を令和6年度に導入した。
• システムを活用し、平時は避難行動要支援者の情報を地図上で管理し、個別避難計画を作成することで事前に災害に備えることができる。
• 発災後は罹災証明書の発行において被災データ等を一元的に管理し、被災者の早期の生活再建が可能となるなど、被災者に対するきめ細やかな支援が可能となる。

2 国・府等の施策の進展を踏まえた修正（2/2）

▸修正内容：災害ケースマネジメント（個々の被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して被災者に対するきめ細かな支援を継続的に実施
する取組）等仕組みの検討
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.393

第2章 災害発生後の活動
第3節 広域応援等の要請・受入れ
【新設】

○地方公共団体は、国や他の地方
公共団体等からの応援職員等を迅
速・的確に受け入れて情報共有や各
種調整等を行うための受援体制の整
備に努めるものとする。特に、庁内全
体及び各業務担当部署における受
援担当者の選定や応援職員等の執
務スペースの確保を行うものとする。そ
の際、感染症対策のため、適切な空
間の確保に配慮するものとする。また、
応援職員等の宿泊場所の確保が困
難となる場合も想定して、応援職員
等に対して紹介できる、ホテル・旅館、
公共施設の空きスペース、仮設の拠
点や車両を設置できる空き地など宿
泊場所として活用可能な施設等のリ
スト化に努めるものとする。

第2 広域応援の受援体制の確立
府及び市町村は、要請に応じて派遣
される応援職員を受け入れるために、
環境整備・装備の充実や、体制整備、
情報提供など受援体制の確立に努め
るものとする。特に、災害対応に関する
方針については、相互に、定期的なテ
レビ会議の活用などにより情報共有を
行うなどして連携強化に努めるとともに、
これら方針等について、応援職員等に
迅速かつ適切に情報共有するものとす
る。
１受援時の環境整備・装備の充実
府及び市町村は、広域応援等の要
請に応じ派遣された応援職員を受け
入れるにあたり、環境整備・装備の充
実に向け、次の事項に留意するよう努
める。なお、その際、男女ともに活動す
ることに配慮するものとする。

第2章 災害発生後の活動
第3節 広域応援等の要請・受援体制の
確立・受入れの実施・支援
第2 広域応援の受援体制の確立
市及び府は、要請に応じて派遣される
応援職員を受け入れるために、環境整
備・装備の充実や、体制整備、情報提
供等受援体制の確立に努める。特に、
災害対応に関する方針については、相互
に、定期的なテレビ会議の活用等により
情報共有を行う等して連携強化に努め
る。また、これら方針等について、応援職
員等に迅速かつ適切に情報共有する。
１ 受援時の環境整備・装備の充実
市及び府は、広域応援等の要請に応
じ派遣された応援職員を受け入れるに当
たり、環境整備・装備の充実に向け、次
の事項に留意するよう努める。なお、その
際、男女や障害者等多様な人々ととも
に活動することに配慮する。

本市の現状と今後の対応

• 堺市ホテル協会と平成30年に他都市及び他団体から支援を受ける場合にその支援にあたる職員の宿泊及び車両駐車の場所を使用できるよう協定を締結している。
• 今後、堺市ホテル協会に加盟していないホテルを対象に平時からリストアップするため各ホテルと調整を行う。
• また、現在本庁3階大会議室の一部を支援職員の執務スペースとして提供予定だが、スペースとして不十分であるため、新たに庁舎内の会議室や堺市総合福祉会
館の研修室などを支援職員の執務スペースを確保する。

▸修正内容：受援応援体制の充実強化（応援職員の宿泊地確保、活動環境の整備、多様性の配慮等）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜①受援応援体制＞（1/2）
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.393

第2章 災害発生後の活動
第3節 広域応援等の要請・受入れ
【新設】

- (1) 応援職員等に対して紹介できる、
ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、
仮設の拠点や車両を設置できる空き
地など宿泊場所として活用可能な施
設等の確保
(2) 会議室のレイアウトの工夫やテレビ
会議の活用など、応援職員等の執務
スペースの適切な空間の確保
(3) テントや間仕切り等の装備等、感
染症対策とプライバシーに配慮した適
切な空間の確保
２ 受援時の体制整備
府及び市町村は、広域応援等の要
請に応じ派遣された応援職員等を受
け入れるにあたり、事前に定めた応援・
受援計画に基づき、庁内全体及び各
業務担当部署における受援担当者を
選定し、応援職員等の集合・配置体
制や役割分担を定めるなど、応援職員
が円滑に業務を実施するための体制整
備に努める。
３ 受援時の情報提供
府及び市町村は、総合防災情報シ
ステム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）の活用
や、道路等の復旧情報のホームページ
への公表等により、応援職員等への必
要な情報の提供に努める。

(1) 応援職員等に対して紹介できる、ホ
テル・旅館、公共施設の空きスペース、
仮設の拠点や車両を設置できる空き地
等宿泊場所として活用可能な施設等の
確保
(2) 会議室のレイアウトの工夫やテレビ
会議の活用等、応援職員等の執務ス
ペースの適切な空間の確保
(3) パーティション等の装備等、感染症
対策とプライバシーに配慮した適切な空
間の確保
２ 受援時の体制整備
市及び府は、広域応援等の要請に応
じ派遣された応援職員等を受け入れるに
当たり、事前に定めた応援・受援計画に
基づき、庁内全体及び各業務担当部署
における受援担当者を選定し、応援職
員等の集合・配置体制や役割分担を定
める等、応援職員が円滑に業務を実施
するための体制整備に努める。
３ 受援時の情報提供
市及び府は、新総合防災情報システ
ム（SOBO-WEB）の活用や、道路等
の復旧情報のホームページへの公表等に
より、応援職員等への必要な情報の提
供に努める。

▸修正内容：受援応援体制の充実強化（応援職員の宿泊地確保、活動環境の整備、多様性の配慮等）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜①受援応援体制＞（2/2）
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現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.291

第2章 応急復旧期の活動
第2節 指定避難所の開設・運営
第2 指定避難所の管理、運営
2 指定避難所の管理、運営の留意点
市は、自主防災組織などと連携して避難者による
自主的な運営を促し、避難住民による指定避難所
管理組織には男女が等しく参画できるよう配慮を求
め、次の事項に留意して、指定避難所の円滑な管
理、運営に努める。
また、指定避難所の運営における女性の参画を推
進し、男女のニーズの違いや性的少数者の方等避
難者の多様性に配慮するものとする。特に女性専用
の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、
女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回
警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所におけ
る安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに
配慮した指定避難所の運営に努める。物資受け取り
に性別による制限を設けず、必要な人にわたるように
する。誰が性的少数者であるか本人の許可なしに広
めない（アウティングの禁止）、本人確認において戸
籍名だけでなく通称名でも確認可能とするなど性的
少数者にも配慮した避難所運営に努める。

ー 第2 指定避難所等の管理、運営
（略）
2 指定避難所等の管理、運営の留意
点
市町村は、避難者による自主的な運
営を促すとともに、指定避難所の管理
運営マニュアルに基づき、指定避難所
における生活環境を常に良好なものと
するため、次の事項に留意して、避難
所の円滑な管理、運営に努める。
なお、市町村は、指定避難所の運営
に関し、役割分担を明確化し、避難者
に過度な負担がかからないよう配慮しつ
つ、避難者が相互に助け合う自治的な
組織が主体的に関与する運営に早期
に移行できるよう、その立ち上げを支援
するものとする。この際、避難生活支援
に関する知見やノウハウを有する地域の
人材に対して協力を求めるなど、地域
全体で避難者を支えることができるよう
留意すること。

第2章 応急復旧期の活動
第3節 指定避難所等の開設・運営
第2 指定避難所等の管理、運営
2 指定避難所等の管理、運営の留意
点
市は、自主防災組織などと連携して避
難者による自主的な運営を促し、避難し
た市民による指定避難所管理組織には
男女が等しく参画できるよう配慮を求め、
指定避難所における生活環境を常に良
好にするため、次の事項に留意して、指
定避難所の円滑な管理、運営に努める。
なお、市は、指定避難所の運営に関し、
役割分担を明確化し、避難者に過度な
負担がかからないよう配慮しつつ、避難
者が相互に助け合う自治的な組織が主
体的に関与する運営に早期に移行でき
るよう、その立ち上げを支援する。この際、
避難生活支援に関する知見やノウハウを
有する地域の人材に対して協力を求める
等、地域全体で避難者を支えることがで
きるよう留意する。

本市の現状と今後の対応

• 避難所環境の改善に向け、段ボールベッドとワンタッチパーティションを指定避難所に追加配備、市内企業から寄贈を受けたトイレトレーラーを新たに配備した。
• 指定避難所の施設管理者と協議し、ペットの同伴避難を行う際の使用可能場所を決定し、市ホームページで公開している。
• 今後は大阪府が令和7年度に公表を予定している上町断層帯地震及び南海トラフ巨大地震の被害想定見直しを考慮し、備蓄食料や災害用トイレの整備等を行う。

▸修正内容：避難所生活のQOL向上（避難所開設当初からのパーティション等設置、災害用トイレ等の衛生環境整備、炊き出し機能の強化、
栄養バランスと適温の食事提供、ペットへの配慮強化等）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜②避難所等の環境整備、運営・④物資備蓄・調達＞（1/3）
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▸修正内容：避難所生活のQOL向上（避難所開設当初からのパーティション等設置、災害用トイレ等の衛生環境整備、炊き出し機能の強化、
栄養バランスと適温の食事提供、ペットへの配慮強化等）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜②避難所等の環境整備、運営・④物資備蓄・調達＞（2/3）

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.291

(1) 指定避難所ごとにそこに受け入れて
いる避難者に係る情報の早期把握及び
自宅、テント及び車等、指定避難所外
で生活している避難者等に係る情報の
把握並びに府へ報告
(2)、(3)、(4)、(5) （略）
（新設）
（新設）
(6) 避難の長期化等必要に応じて、プ
ライバシーの確保状況、段ボールベッド等
の活用状況、入浴施設設置の有無及
び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看
護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対
策の必要性、ごみ処理の状況等及び避
難者の健康状態や指定避難所の衛生
状態の把握並びに必要な措置（多言
語対応等）の実施

○市町村は、指定避難所における生
活環境が常に良好なものであるよう
努めるものとする。そのため、避難所
開設当初からパーティションや段ボー
ルベッド等の簡易ベッドを設置するよう
努めるとともに、食事供与の状況、ト
イレの設置状況等の把握に努め、必
要な対策を講じるものとする。また、避
難の長期化等必要に応じて、プライ
バシーの確保状況、入浴施設設置
の有無及び利用頻度、洗濯等の頻
度、医師、保健師、看護師、管理栄
養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ
対策の必要性、食料の確保、配食
等の状況、し尿及びごみの処理状況
など、避難者の健康状態や指定避
難所の衛生状態の把握に努め、栄
養バランスのとれた適温の食事や、入
浴、洗濯等の生活に必要となる水の
確保、福祉的な支援の実施など、必
要な措置を講じるよう努めるものとす
る。

(1) （略）
なお、指定避難所及び指定避難所
外で生活している避難者等の情報の
把握については、必要に応じてデジタル
技術を活用すること
(2)、(3)、(4)、(5)、(6） （略）
(7)避難所開設当初からパーティション
や簡易ベッド（段ボールベット等）を設
置
(8)避難の長期化等必要に応じて、プ
ライバシーの確保状況、入浴施設設置
の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、
医師や保健師、看護師等による巡回
の頻度、換気や暑さ・寒さ対策の必要
性、食料の確保、配食等の状況、ごみ
処理の状況等、避難者の健康状態並
びに指定避難所の衛生状態を把握し、
栄養バランスのとれた適温の食事や、
入浴、洗濯等の生活に必要となる水の
確保、福祉的な支援の実施等、必要
な措置を実施

(1) （略）
なお、指定避難所及び指定避難所外
で生活している避難者等の情報の把握
については、必要に応じてデジタル技術を
活用
(2)、(3)、(4)、(5) （略）
(6) 避難行動要支援者への配慮
(7) 避難所開設当初からパーティション
や簡易ベッド（段ボールベット等）を設
置
(8) 避難の長期化等必要に応じて、プラ
イバシーの確保状況、入浴施設設置の
有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医
師や保健師、看護師等による巡回の頻
度、換気や暑さ・寒さ対策の必要性、食
料の確保、配食等の状況、ごみ処理の
状況等、避難者の健康状態及び指定
避難所の衛生状態を把握し、栄養バラ
ンスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯
等の生活に必要となる水の確保、福祉
的な支援の実施等、必要な措置を実施
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▸修正内容：避難所生活のQOL向上（避難所開設当初からのパーティション等設置、災害用トイレ等の衛生環境整備、炊き出し機能の強化、
栄養バランスと適温の食事提供、ペットへの配慮強化等）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜②避難所等の環境整備、運営・④物資備蓄・調達＞（3/3）

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.292

(7)～(9) (略)
(10) 家庭動物のためのスペースの確保
及び飼養者の周辺への配慮を徹底し、
獣医師会の他、動物取扱業者等の民
間団体から必要な支援が受けられるよう、
連携に努めること
(11)～(18) (略)
(19) 正確な情報の伝達、食料、飲料
水等の配布、清掃等については、避難
者、住民、自主防災組織、避難所運営
について専門性を有したNPO・ボランティ
ア（企業や団体も含む）等の外部支援
者等の協力が得られるよう努めること

(9)～(16) (略)
(17)被災者支援等の観点から、家庭
動物のためのスペース確保及び動物飼
養者の周辺への配慮を徹底するととも
に、家庭動物と同行避難した被災者に
ついて適切に受け入れ、避難所等にお
ける家庭動物の受入状況を含む避難
状況等の把握に努めること。また、獣医
師会の他、動物取扱業者等の民間団
体から必要な支援が受けられるよう、連
携に努めること
(18)、(19) (略)
(20)各指定避難所の運営者とともに、
指定避難所の良好な生活環境の継
続的な確保のために、専門家、災害支
援ナース、NPO・ボランティア等との定
期的な情報交換や避難生活支援に
関する知見やノウハウを有する地域の
人材の確保・育成を行うこと

(9)～(22) (略)
(23) 被災者支援等の観点から、家庭
動物のためのスペースの確保及び飼養者
の周辺への配慮を徹底する。また、家庭
動物と同行避難した被災者について適
切に受け入れ、避難所等における家庭
動物の受入状況を含む避難状況等の
把握に努める。また、獣医師会の他、動
物取扱業者等の民間団体から必要な
支援が受けられるよう、連携に努める
(24)～(28) (略)
(29) 各指定避難所の運営者と連携し、
指定避難所の良好な生活環境の継続
的な確保のために、専門家、災害支援
ナース、NPO・ボランティア等との定期的
な情報交換や避難生活支援に関する知
見やノウハウを有する地域の人材の確
保・育成を行う
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本市の現状と今後の対応

• 令和7年5月に災害時協力井戸登録制度を開始している。
• 登録した井戸には看板の設置やHP上での公開（承諾者のみ）し、平時から周知・啓発を行っている。
• 今後も継続的に災害時協力井戸を周知することで登録を促し、災害時の生活用水を確保する。

▸修正内容：災害時に生活用水として使用可能な災害用井戸の整備・啓発

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜②避難所等の環境整備、運営＞

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.166

第4章 被災者支援の充実
第1節 緊急物資の確保
第1 給水体制の整備
【新設】

ー 第1 給水体制の整備
（略）
2 井戸水による生活用水の確保
府及び市町村は、災害時における家
庭用などの井戸水の有効活用を図る
ため、災害時協力井戸の登録を推進
するなど、生活用水の確保に努める。

第4章 被災者支援の充実
第1節 緊急物資の確保
第1 給水体制の整備
3 井戸水による生活用水の確保
市及び府は、災害時における家庭用など
の井戸水の有効活用を図るため、災害
時協力井戸の登録を促進するなど、生
活用水の確保に努める。

11

令和7年度堺市地域防災計画修正（案）概 要



本市の現状と今後の対応

• 国や府の研修への参加や庁内研修等の機会を通して、災害時の活動についての人材育成を継続的に実施している。
• 今後はDHEATの活動内容に対する理解をさらに深めるため、引き続き研修等の機会を確保する。また、発災時にはDHEATの受け入れに備えて、支援チームの活動
スペースの確保等の環境整備を行う。

▸修正内容：保健所の機能強化（保健衛生活動の拠点として必要な資機材や活動スペース等の確保）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜③健康・医療・福祉＞

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.302

第2章 応急復旧期の活動
第4節 保健衛生活動
【新設】

(3) 保健衛生活動関係
○都道府県は、大規模災害時に保
健医療活動チームの派遣調整、保
健医療福祉活動に関する情報の連
携、整理及び分析等の保健医療福
祉活動の総合調整を遅滞なく行う
○地方公共団体は、災害時を想定
した情報の連携、整理及び分析等の
保健医療福祉活動の総合調整の実
施体制の整備に努めるものとする。

第4 保健衛生活動における連携体制
（略）
第5 保健所の機能強化
保健衛生活動の拠点となる保健所に
おいて、災害応急対策に備えるため、
BCPの視点も踏まえライフラインをはじ
め必要な資機材（自家発電機・ポー
タブル電源の整備等）の準備や環境
整備（支援チームの執務室や駐車場
等の確保）を行うなど、体制が整ったと
ころから順次必要な措置を講ずるものと
する。

第2章 応急復旧期の活動
第5節 保健衛生活動
第6 保健所の機能強化
保健衛生活動の拠点となる保健所に
おいて、災害応急対策に備えるため、市
は、BCP の視点も踏まえライフラインをは
じめ必要な資機材の準備や環境整備を
行うなど、必要な措置を講ずる。
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本市の現状と今後の対応

• 能登半島地震を踏まえ、上下水道が一体となった災害対応となるよう被害や復旧の情報を一元化し共有することで、効率的な復旧対応が行える仕組みを構築して
いる。

• 建設局では関西電力送配電と協定を締結しており、協定に基づき2回/年程度訓練を実施している。
• 上下水道局では他の生活インフラ事業者と連携し、防災訓練等を実施することで、迅速かつ効率的な災害対応に繋げている。
• 災害復旧をより迅速かつ確実に行えるよう各インフラ事業者と連携し、災害対応力を強化する。

▸修正内容：インフラ施設の早期復旧（道路管理者と生活インフラ事業者間の連携体制の構築・強化）

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜⑤インフラ復旧＞

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.530

第1章 生活の安定
第5節 ライフライン等の復旧
災害発生後の日常生活の回復、事業
活動の再開や社会経済活動の早期回
復を図る上で、ライフライン等の復旧が不
可欠であることから、ライフライン等に関わ
る事業者は、可能な限り地区別の復旧
予定時期の目安を明示した復旧計画を
策定し、被災前の状態への復元に止ま
らず、将来の災害を予防するための施設
等の復旧をめざす。

○道路管理者及び上下水道、電力、
通信等のインフラ事業者は、道路と
生活インフラの連携した復旧が行える
よう、関係機関との連携体制の整
備・強化を図るものとする。

第5節 ライフライン等の復旧
災害発生後の日常生活の回復、事
業活動の再開や社会経済活動の早
期回復を図る上で、ライフライン等の復
旧が不可欠であることから、ライフライン
等に関わる事業者は、可能な限り地区
別等の復旧予定時期の目安を明示し
た復旧計画を策定し、被災前の状態
への復元に止まらず、将来の災害を予
防するための施設等の復旧をめざす。
道路管理者及び上下水道、電力、
通信等のインフラ事業者は、道路と生
活インフラの連携した復旧が行えるよう、
関係機関との連携体制の整備・強化
を図るものとする。

第1章 生活の安定
第5節 ライフライン等の復旧
災害発生後の日常生活の回復、事業
活動の再開や社会経済活動の早期回
復を図る上で、ライフライン等の復旧が不
可欠であることから、ライフライン等に関わ
る事業者は、可能な限り地区別の復旧
予定時期の目安を明示した復旧計画を
策定し、被災前の状態への復元に止まら
ず、将来の災害を予防するための施設
等の復旧をめざす。
道路管理者及び上下水道、電力、通
信等のインフラ事業者は、道路と生活イ
ンフラの連携した復旧が行えるよう、関係
機関との連携体制の整備・強化を図る。
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本市の現状と今後の対応

• 災害時における区災害対策本部と指定避難所とのやり取りにはIP無線を活用している。また、訓練の際に避難所対応職員が区役所に避難所開設の連絡を入れる
など、平時から職員の習熟を行っている。

• 能登半島地震の際に災害拠点等に配備された衛星通信機器（STARLINK）を令和7年度中に固定型1台、可搬型2台を配備し通信環境を確保する。

▸修正内容：衛星インターネット等の活用

3 令和6年能登半島地震を踏まえた修正＜⑥防災DX、新技術の活用検討＞

現行 国（防災基本計画） 大阪府地域防災計画 修正案 P.227

第1章 初動期の活動
第3節 災害情報の収集伝達
第3 通信手段の確保
1 市
市は、災害発生後、直ちに無線通信
機能の点検を行い、支障が生じた施設
設備の復旧を行うこととする。また、携帯
電話の活用を図り、状況によっては伝令
（自転車、オートバイ利用若しくは徒
歩）等検討し、緊急情報連絡用の通
信手段の確保に努める。
なお、市及び府は、災害応急に必要と
なる通信機器が不足又は、電源が途絶
している場合は、総務省（近畿総合通
信局）から通信機器及び電源車の貸
与を受ける等通信手段の確保に努める。
特に孤立地域の通信手段の確保につい
ては、特段の配慮を行う。

○通信が途絶している地域で、部隊
や派遣職員等が活動する場合を想
定し、衛星通信を活用したインター
ネット機器の整備、活用に努めること。
また、通信輻輳時及び途絶時を想
定した通信統制や重要通信の確保
及び非常通信を取り入れた実践的
通信訓練を定期的に実施すること。

第5 通信手段の確保
1 府、市町村をはじめ防災関係機関
は、災害発生後、直ちに無線通信機
能の点検を行うとともに、支障が生じた
施設設備の復旧を行う。また、携帯電
話、衛星通信等の移動通信回線、公
共安全モバイルシステムの活用や、通
信が途絶している地域で部隊や派遣
職員等が活動する場合を想定した衛
星通信を利用したインターネット機器の
整備、活用等、緊急情報連絡用の通
信手段の確保に努める。
総務省及び電気通信事業者は、速や
かに通信障害の状況やその原因、通
信施設の被害、復旧の状況や見通し、
代替的に利用可能な通信手段等につ
いて、関係機関及び国民に対してわか
りやすく情報提供（ホームページのトッ
プページへの掲載、地図による障害エリ
アの表示等）するとともに、総務省は、
通信施設の早期復旧のため、主導的
に関係機関との調整を行うものとする

第1章 初動期の活動
第3節 災害情報の収集伝達
第3 通信手段の確保
1 市
市は、災害発生後、直ちに無線通信
機能の点検を行い、支障が生じた施設
設備の復旧を行う。また、携帯電話、衛
星通信等の移動通信回線の活用や、
通信が途絶している地域で派遣職員等
が活動する場合を想定した衛星通信を
利用したインターネット機器の整備、活用
等を図り、状況によっては伝令（自転車、
オートバイ利用若しくは徒歩）等検討し、
緊急情報連絡用の通信手段の確保に
努める。
なお、市及び府は、災害応急に必要と
なる通信機器が不足又は、電源が途絶
している場合は、総務省（近畿総合通
信局）から通信機器及び電源車の貸
与を受ける等通信手段の確保に努める。
特に孤立地域の通信手段の確保につい
ては、特段の配慮を行う。 14
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